いわき市サイクルステーション等整備補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、レンタサイクルの整備等に資する事業に取り組む団体に対するサイクルステーション等整備補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、いわき市補助金等交付規則（昭和45年いわき市規則第24号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　⑴　サイクルステーション　　　
レンタサイクル又はシェアサイクルを行うものをいう。
　⑵　サイクリストっぷ　
　　　前号に掲げるサイクルステーション以外の施設で、トイレ等の休憩スペース、Ｗi－Ｆi及び飲料水等の提供並びに整備用工具の貸出など、主にサイクリストへのおもてなしを行うものをいう。
（補助対象者）
第３条　この要綱において補助の対象となる者（次条第２項において「補助対象者」という。）は、サイクルステーション又はサイクリストっぷの認定を受けた者若しくは認定を受けようとする者とする。
（補助金の交付基準）
第４条　補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
２　前項の規定にかかわらず、補助対象者がこの要綱に基づく補助金以外の補助金等（この項において「他の補助金等」という。）を交付され、又は交付の決定を受けている場合は、別表に定める補助対象経費から他の補助金等を除いた額を補助対象経費とする。
３　補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす　る。
（申請書の提出期日等）
第５条　規則第４条第１項の市長の定める期日は、補助対象事業を行おうとする日前20日とする。
２　規則第４条第１項第１号の事業計画書はいわき市サイクルステーション等整備補助金事業計画書（第１号様式）と、同項第２号の収支予算書はいわき市サイクルステーション等整備補助金収支予算書（第２号様式）とする。
３　規則第４条第１項第３号に規定する書類は、同条２項の規定により省略することができるものとする。
（事業計画の軽微な変更）
第６条　規則第７条第１項の市長の定める軽微な変更は、事業計画の実質的な変更ではなく、その細部についての変更とする。
（補則）
第７条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附　則
この要綱は、令和７年11月21日から実施する。


















別表（第４条関係）
	補助対象者
	サイクルステーションの認定を受けた者若しくは認定を受けようとする者　

	補助対象経費
	【備品購入費】
　自転車、ヘルメット、サイクルラック、整備用工具の購入費　等

【工事費】
　自転車の貸し出しと返却を無人で行うための、専用の駐輪スペース（シェアサイクルポート）設置に要する工事費　等

【その他市長が必要と認めるもの】

	[bookmark: _Hlk204958080]補助率
	補助対象経費の２分の１以内

	補助限度額
	50万円



	補助対象者
	サイクリストっぷの認定を受けた者若しくは認定を受けようとする者

	補助対象経費
	【備品購入費】
　サイクルラック、整備用工具の購入費　等

【その他市長が必要と認めるもの】

	補助率
	補助対象経費の２分の１以内

	補助限度額
	15万円




